串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）募集要項

１　事業の目的
本事業は、串間市の観光資源である「馬」をモチーフとした新商品(お土産やグッズ等)の開発を支援することで、地域資源の活用促進及、市内事業者の持続的な発展及び地域経済の活性化を図ることを目的とします。

２　補助事業の概要
【補助事業名】
串間市ウマドシキャンペーン事業（商品開発版）補助金

【補助対象事業】
本市の観光資源である「馬」をモチーフにした新商品(お土産やグッズ等)の開発に要する経費に対し、補助金を交付します。新商品は既存商品をブラッシュアップしたものであっても補助の対象となります。

３　補助対象者
補助対象者は、補助金の交付申請をする日において、串間市ウマドシキャンペーン事業(商品開発版)補助金交付要綱第2条に記載されている次の要件を全て満たす方を対象とします。
(１)　市内に住所を有する者又は市内に事業所を置いている者
(２)　市税等の滞納がない者
(３)　串間商工会議所の会員である者又は会員として承認される見込みがある者
(４)　 串間市暴力団排除条例（平成23年串間市条例第21号）第２条第１号から第３号までに掲げる者でない者
(５)　 同一事業において他の補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がない者
(６)　 開発した新商品を自社による販売に限らず、道の駅くしまその他の相当数量の販売が見込まれる施設において、継続して販売することができる者

４　補助対象経費
補助対象経費は、次に掲げる新商品開発に必要な経費で、市長が適当と認めるものを対象とします。
(１)　原材料費
(２)　デザイン費
(３)　試作品製作費
(４)　委託費　
(５)　備品購入費　等
※ 物件購入費、賃借料、旅費は補助対象外とします。
※ 交付決定日から交付決定日の属する年度の末日までに着手し、支出した経費に限ります。

５　補助率・補助上限額
補助率：補助対象経費の２分の１以内
補助上限額：30万円 （※1,000円未満切り捨て）

６　募集スケジュール
募集から補助対象者の決定までのスケジュールは以下のとおりとします。
	令和８年５月１日(金)
	公募開始

	令和８年５月１日(金)～５月29日(金)
	受付期間

	令和８年６月上旬（予定）
	審査

	令和８年６月下旬（予定）
	補助対象者決定



７　提出書類及び提出先
（１）　提出書類
①補助金交付申請書（別記様式第１号）
②事業計画書（別記様式第２号）
③収支予算書（別記様式第3号）
④店舗等の所在地が分かる地図
⑤見積書の写し又は積算の根拠資料
⑥完納証明書（事業所及び代表者分）
⑦串間商工会議所会員又は会員として承認される見込みがあることの証明書類
⑧その他市長が必要と認める書類

（２）　提出先
串間市 商工観光スポーツランド推進課 商工係

８　審査
提出された申請書類の内容について、以下の審査方法及び評価基準に基づき、市が設置する審査委員会による審査を行い、適当と認められるものについて補助金の交付を決定します。
（１）　審査方法
申請書及び事業計画書等の提出書類により、書類審査を行います。補助対象者の選考については以下のとおりです。
①各委員の採点において最高得点とした委員の数が最も多い者を補助対象者とします。
②最高得点とした委員の数が同じ場合には、各委員の採点の合計点が最も高い者を補助対象者とします。
③各委員の採点の合計点が同じ場合においては、審査委員の合議により補助対象者を決定します。
※必要に応じて、申請内容について説明又は追加資料の提出を求めることがあります。

（２）　評価基準
審査は、次の評価項目ごとに点数化し、判断します。(合計20点)
	評価項目
	内容

	目的適合性
	事業趣旨（馬をモチーフとした商品(お土産やグッズ等)開発、地域資源活用）との整合性


	独自性
	商品の独自性・魅力

	実現可能性・実施体制
	事業計画・スケジュール、生産体制の具体性

	販売展開・継続性
	販路、販売計画、継続性及び売上見込み等


　　　 ※12点を基準点として、審査委員の過半数の評価が基準点に満たない場合は失格となります。

（３）　交付決定
①審査結果を踏まえ、上位１事業者を補助金交付対象者とします。
②審査結果は、すべての申請者へ通知します。
③審査結果に関する質問や意義は一切受け付けません。

９　事業実施及び実績報告
補助事業完了後、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は令和９年３月31日のいずれか早い日までに、実績報告書及び関係書類を提出してください。

10　補助金の交付
(１)　実績報告書の内容を精査し、審査結果を踏まえ、補助金等交付確定通知書により通知します。
(２)　通知後請求書を提出してください。
(３)　請求書に記載された口座に補助金を振込みます。 

11　留意事項
(１)　交付決定前に着手した経費は補助対象になりません。
(２)　交付決定後に事業内容を変更する場合は、必ず事前に承認を受けてください。
(３)　交付確定後も、一定期間、市外転出や事業中止等があった場合は補助金の返還を求めることがあります。また、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算し、３年間は、事業成果について報告を求めます。

12　問い合わせ先
串間市　商工観光スポーツランド推進課　商工係
電話：0987-55-1127
